
　　　会　計　処　理　細　則

　パーク上尾団地管理組合（以下「管理組合」という。）は、管理組合の会計業

務の適正な運用を図るため、パーク上尾団地管理組合規約（以下「管理規約」と

いう。）第８１条に基づき、次のとおり管理組合の会計処理細則（以下「細則」

という。）を定める。

第 １ 章　  　総　　　則

（目　的）

第　１　条　この細則は、管理組合が行う業務の会計に関する基準を定め、管理

組合の適正な運営を図ることを目的とする。

（会計の原則）

第　２　条　管理組合は、次に掲げる原則に従って、会計帳簿及び計算書類（収

支予算書、収支計算書、貸借対照表、財産目録及び剰余金（正味財産

）増減計算書をいう。以下同じ。）を作成しなければならない。

１）　収入および支出は、予算に基づいて行わなければならない。

２）　会計帳簿は、複式簿記の原則に従って正しく記帳しなければな

らない。

３）　計算書類は、会計帳簿に基づいて収支及び財産の状況に関する

真実な内容を明瞭に表示するものでなければならない。

４）　会計処理の原則及び手続き並びに計算書類の表示方法は、毎会

計年度これを継続して適用し、みだりに変更してはならない。

５）　管理組合の会計は、管理規約及び本細則の定めによるほか、公

益法人会計基準（昭和６０年９月１７日公益法人指導監督連絡会

議決定）に準拠して処理されなければならない。

（会計区分等）

第　３　条　管理組合の会計は、管理費会計と修繕積立金会計に区分して処理す

る。

２、 管理組合の会計は、収支別勘定科目に基づき、収入及び支出に区分

して経理するものとする。

第　４　条　会計担当者は、会計担当理事がこれに当たる。

２、 会計担当者は、管理費等の収入及び支出、それらの予算及び決算の

策定並びに資金の運用、その他の会計事務に当たるものとする。

３、 会計担当者は理事長の承認を得て、会計担当補助者を任命し、前項

の事務を補助させることができる。
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（会計担当者の事務引継ぎ）

第　５　条　会計担当者に移動があった時は、関係帳簿、書類について確認の上

、引継を終えた旨を記載した引き継ぎ書に、両者署名又は記名押印す

るものとする。

（帳簿書類の保存及び処分）

第　６　条　会計に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は別に定めるところに

よる。

（実施手続及び運用）

第　７　条　この細則に定めのない会計事務処理については、理事長の決済を得

てこれを行うものとする。

第 ２ 章　　　帳　　簿

（帳簿の種類）

第　８　条　帳簿は次の通りとする。

１）　総勘定元帳

２）　小口現金出納帳

３）　備品台帳

４）　有価証券台帳

（帳簿への記入）

第　９　条　取引はすべてその取引の正当なことを証すべき証拠書類によって、

取引が発生したつど伝票を起こし、理事長の決済を得たうえ、関係

帳簿へ記入しなければならない。

第 ３ 章　　収入及び支出

（取扱金融機関）

第　10　条　管理組合の預金口座取扱い金融機関の開設及び解約・閉鎖は、理事

会の決議を経て理事長が会計担当者へ指示する。

（納付の請求）

第　11　条　会計担当者は、債務者に支払いの請求をする必要がある時は、請求

書により債務者に対し請求をするものとする。

（管理費等の徴収）

第　12　条　会計担当者が組合員から管理費等を徴収するときは、規約第６２条

（管理費等の徴収）により定められた方法により請求しなければなら

ない。

２、 会計担当者は、前項に基づき当月分を毎月６日までに、管理費等、

使用料を徴収しなければならない。
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３、 前項の規定にかかわらず、会計担当者は、集会室を使用した者から

、当該細則に則り、使用料を徴収しなければならない。

（収入金の処置）

第　13　条　収入した金銭は、遅滞なく、取扱金融機関に預け入れなければなら

ない。

（督促）

第　14　条　会計担当者は、納入期限までに払い込みをしない者に対し、払い込

みを督促し、収入の確保をはからなければならない。

（領収書の受け取り）

第　15　条　会計担当者は、支払いをする時は相手方から領収書を受け取らなけ

ればならない。

（支払）

第　16　条　会計担当者は、支払いをする時は、理事長の承認を得て、銀行振り

込みにて支払うものとする。ただし、少額の支払いにおいては、現金

にて行うことができる。

（手持現金）

第　17　条　会計担当者は、前条の現金支払いを行うことが必要な委員会より、

理事長にその必要額の仮払いの申請を受けた場合、支払い状況等考慮

し、必要の限度（１０万円を限度）内で仮払いをすることができる。

２、 前項の仮払いを受けた委員会は、年度末までに清算しなければなら

ない。また、委員会は現金及び領収書等を厳重に管理しなければなら

ない。

（出納保管）

第　18　条　会計担当者は、現金、預金又は貯金の通帳、預り証書その他これら

に類する証書もしくは証券を厳重に保管しなければならない。

（収入及び支出に関する臨時措置）

第　19　条　この章に定めのない収入及び支出に関する事項の措置については、

会計担当者及びその補助者は、理事長の指示により、これを行うもの

とする。

第 ４ 章 予算及び決算

（予算の作成）

第　20　条　会計担当者は、毎会計年度の予算案を作成し、総会の２ヶ月前まで

に理事長に提出しなければならない。

２、 予算案は、前年度の実績を考慮し、次年度の事業計画に基づいて作

成するものとする。
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３、 管理費等に不足がある場合の値上げ案は、経済状況、物価状況等を

総合的に考慮し、負担者の公平という立場から算出するものとする。

４、 長期修繕計画の実施計画は、修繕項目の調査、診断に基づき、改修

工事の仕様書及び見積概算書を作成し、予算案を作成するものとする

。

５、 長期修繕計画工事の実施負担金の一部を一時徴収金で賄う場合には

、負担者の負担能力等を十分考慮し、公平に負担金額を算出して予算

案を作成するものとする。

６、 長期修繕工事の実施費用の一部を金融機関からの借入金で賄う場合

には、返済計画を作成し、借入金額を金融機関と相談の上、予算案を

作成するものとする。

７、 理事長は、毎会計年度の予算案を、理事会の決議を経て、総会に提

出し、その議決を受けなければならない。

（予算の編成）

第　21　条　予算は、第３条に定めた会計の区分に従って編成する。

（予備費の計上）

第　22　条　予測しがたい支出予算の不足を補うため、支出予算に相当額の予備

費を計上するものとする。

（予備費の使用）

第　23　条　理事長は、理事会の承認を経て予備費を使用した時は、使用の理由

、使用の金額及びその積算の基礎を明らかにして、総会に報告しなけ

ればならない。

（収支予算の補正）

第　24　条　理事長は、止むを得ない理由により、収支予算の補正を必要とする

ときは、補正予算を編成して総会に提出し、その承認を得なければな

らない。

（暫定予算）

第　25　条　予算編成が止むを得ない理由により遅延した時は、予想される一定

期間について、理事会の決議を経て、前年度の予算の範囲で暫定予算

として執行する。

２、 会計年度終了日より予算承認の総会日までの期間収支は、理事会の

決議を経て、前年度の予算の範囲で暫定予算として執行する。

３、 暫定予算は、速やかに本予算に組み入れを要する。

（予算の転用）

第　26　条　管理費会計と修繕積立金会計の相互間においては原則、予算を転用

することができない。ただし、理事会で「一時的転用」の決議を経た

事案は転用を認める。この場合「一時的転用」とは、転用先から転用
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元へ一括又は分割で戻し入れる事を意味する。

２、 小科目相互においては、理事長が必要と認めた時は、理事会の決議

を経て予算を転用することができる。

（予算の実行）

第　27　条　予算の実行は、会計担当者が理事長の指示に基づいて、その事務を

行う。

（決算）

第　28　条　会計担当者は、毎会計年度の決算書を作成し、総会の1ヶ月前までに

理事長に提出しなければならない。

２、 理事長は、前項の決算書に監事の意見を付し、理事会及び総会に提

出し、その承認を受けなければならない。

３、 会計帳簿の締め切りは、必要な手続完了後速やかに行うものとする

。

（決算整理事項）

第　29　条　年度決算においては、通常の整理業務のほか、少なくとも次の事項

について計算を行うものとする。

１）　未収金、未払金、前受金、前払金の計上

２）　流動資産の評価の適否

３）　負債の実在性と簿外負債のないことの確認

４）　収支計算書に計上された項目のうち、資産、負債とされるもの

が正しく貸借対照表に計上されているか否かの確認

５）　その他必要とされる事項の確認

（重要な会計方針）

第　30　条　管理組合の重要な会計方針は、次のとおりとする。

１）　有価証券の評価基準及び評価方法について

有価証券及び投資有価証券・・・取得原価法による原価基準

を採用する。

２）　固定資産の減価償却について

減価償却資産・・・定額法による減価償却を実施する。

３）　消費税の会計処理について

消費税の会計処理については、税込処理によるものとする。

４）　資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金・未払金、前受金・前払

金、立替金・預り金及び有価証券・短期借入金を含める。

（計算書類の作成）

第　31　条　会計担当理事は、年度決算に必要な手続を行い、次に掲げる計算書

類を作成し、理事長に報告しなければならない。
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１）　収支計算書

①　管理費等会計　　②　修繕積立金会計

２）　剰余金（正味財産）増減計算書

３）　貸借対照表

４）　財産目録

５）　剰余金（正味財産）処分案

（管理費等の余剰金を修繕積立金へ振り替える案）

（会計担当者の責任）

第　32　条　会計担当者は、善良な管理者の義務を怠り、その保管に係る現金、

有価証券を亡失又は棄損したときは、管理組合規約の定めるところに

より、損害弁償の責に任じなければならない。

（会計慣行の持続）

第　33　条　管理組合の会計業務に関する書式並びに手続きは、毎年度これを持

続し、みだりにこれを変更してはならない。

第 ５ 章　　　監　　　査

（監査機関）

第　34　条　会計監査の実施は、管理規約第４３条に規定する監事がこれにあた

る。

（監事の監査権限）

第　35　条　監事は監査のため、会計担当者に対して、現金、預金通帳、証拠書

類の提示、事実の証明、資料の提出、その他監査に必要な事項を要求

することができる。

（計算書類の確定）

第　36　条　理事長は、第３１条の計算書類について、監事の監査を受けた後、

監事の意見書を添えて総会へ提出し、その承認を受けて決算を確定す

る。

第 ６ 章 雑　　　則

（証拠書類の整理）

第　37　条　収入及び支出に関する証拠書類は、日付順に月毎に区分して保管し

なければならない。

附　　　則

（細則の発効）

第　１　条　この細則は２０２３年６月１日から効力を生じる。
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